
 

船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 貨物船 大船山丸 

船 舶 番 号 １４０４１２ 

総 ト ン 数 ４９８トン 

 

船 種 船 名 遊漁船 ひさ丸 

漁船登録番号 ＳＯ３－１７７１５ 

総 ト ン 数 ３.８４トン 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２３年６月１２日 １１時００分ごろ 

発 生 場 所 東京都大島町大島北西方 

東京都大島町所在の伊豆大島灯台から真方位３０５°４.５

海里付近 

（概位 北緯３４°５０.５′ 東経１３９°１７.８′） 

 

 

 平成２４年４月２６日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

貨物船大船山
だいせんざん

丸は、船長ほか４人が乗り組み、京浜港を出港して南西進中、遊漁船

ひさ丸は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せて漂泊して釣り中、平成２３年

６月１２日（日）１１時００分ごろ大島北西沖において両船が衝突した。 



 

ひさ丸は、釣り客１人が負傷し、右舷側に亀裂を生じた。大船山丸は、船首部に擦

過痕を生じた。 

 

＜原因＞ 

本事故は、もやがかかった状況の大島北西沖において、大船山丸が南西進中、ひさ

丸が漂泊中、大船山丸船長及びひさ丸船長が、共に見張りを行っていなかったため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

大船山丸船長及びひさ丸船長が、共に見張りを行っていなかったのは、もやがか 

かった状況下、レーダーを使用せずに目視だけで見張りを行い、他船を認めなかった

ので、他船がいないものと思い込んだことによるものと考えられる。 

 

＜勧告等＞ 

○ 所見 

操船者は、他船との衝突のおそれなどについて判断することが求められることか

ら、目視だけでなく、レーダー等の備えられている機器を有効に活用して適切な見

張りを行うことが必要なものと考えられる。 

特に、遊漁船の船長は、釣り客の要求に応じて操船以外の作業を行う場合がある

ものと考えられるが、このような場合には、周囲の船舶の状況を適確に把握して安

全であることを確認したのち、速やかに作業を終了するように努め、釣り客の安全

確保を図ることが必要なものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船大船山
だいせんざん

丸は、船長ほか４人が乗り組み、京浜港を出港して南西進中、遊漁船

ひさ丸は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せて漂泊して釣り中、平成２３年

６月１２日（日）１１時００分ごろ大島北西沖において両船が衝突した。 

ひさ丸は、釣り客１人が負傷し、右舷側に亀裂を生じた。大船山丸は、船首部に擦

過痕を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２３年６月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２３年６月１５日、２７日 現場調査及び口述聴取 

平成２３年６月１７日、７月２２日、２５日 口述聴取 

平成２３年１０月２５日、１１月１７日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故の発生するまでの経過は、大船山丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下

「船長Ａ」という。）及び機関長（以下「機関長Ａ」という。）並びにひさ丸（以下

「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）及び釣り客の口述によれば、次

のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、平成２３年６月１２日０７時００分ご

ろ、京浜港川崎区を出港し、香川県三豊市詫間港に向かった。 
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船長Ａは、操船指揮を執って東京湾を南下し、０８時１０分ごろ浦賀水道を

通過後、１２時までの単独の航海当直に就き、神奈川県三浦市剱埼南方に至り、

大島北方及び静岡県下田市神子元島付近を通る予定で針路を南西にとって航行

した。 

船長Ａは、もやがかかった状況下、剱埼南方から遊漁船や漁船が多数存在し

たので、２台のレーダーを３海里（Ｍ）及び１２Ｍレンジとし、予定針路を表

示させたＧＰＳプロッターで船位を確認しながら、手動操舵によって漁船など

を避けながら約１１.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行し

た。 

船長Ａは、大島の北方約５Ｍのところに至り、神子元島の南方に向けて針路

を約２２０°（真方位、以下同じ。）として自動操舵にして航行した。 

船長Ａは、レーダーを使用せずに目視のみで見張りを行い、前方に船舶が見

えなかったので、左舷後方の海図台において、海図の整理作業を始めた。 

機関長Ａは、船体中央左舷側のハッチ上で溶接作業を行っていたとき、船外

からの声を聞き、見回したところ、船首方に漁船のマストが動いているのが見

え、船橋にいる船長Ａに向かって大声を上げて手を振った。 

船長Ａは、海図の整理作業を約５～６分で終えて前方を見たところ、機関長

Ａが大声を上げながら手を振っている姿と船首方にＢ船のマストを視認し、直

ちにクラッチを後進にした。 

Ａ船は、１１時００分ごろ、伊豆大島灯台から３０５°４.５Ｍ付近におい

て、船首とＢ船が衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁及び関係者に事故を通報した。 

Ａ船は、Ｕターンして衝突現場に戻り、Ｂ船に接舷し、係船索で留め、Ｂ船

がＢ船の僚船によってえい
．．

航され始めたのち、海上保安庁の指示で１４時 

５０分ごろ本事故現場を離れ、下田市下田港に向かった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、遊漁のため、０５時

００分ごろ僚船と共に静岡県伊東市富戸漁港を出港し、０６時００分ごろ大島

北西沖に至り、船長Ｂが、もやがかかっていたが、目視による見張りだけで十

分と思い、また、バッテリーの消費量が多いことからレーダーを停止して操縦

区画で見張りを行い、時々潮上りをしながら同沖付近で機関を中立にして漂泊

していた。 

船長Ｂは、釣り客を中央部右舷側に１人（以下「釣り客Ｂ１」という。）、後

部左舷側に１人（以下「釣り客Ｂ２」という。）及び後部右舷側に１人（以下

「釣り客Ｂ３」という。）を座らせ、Ｂ船が東方を向き、そろそろ潮上りしよ
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うと考えていたとき、釣り客Ｂ１から「リールの電源をください」と要求が 

あったので、操縦区画から右舷側通路に出て接続コードなどの調整作業をしゃ

がんで行っていた。 

船長Ｂは、調整作業を始めた約３～４分後、釣り客Ｂ２から「まっすぐ来る

ぞ」との声を聞いて船首方を見ると左舷約４５°前方にＡ船の船首が迫ってお

り、直ちに機関を中立から全速力後進にかけたところ、Ｂ船船尾が右舷側に 

振って（Ｃ字を描く航跡で）後進し、１１時００分過ぎＢ船の右舷中央部とＡ

船船首が衝突した。 

Ｂ船は、機関区画右舷側外板に亀裂が生じ、機関室に浸水した。 

船長Ｂは、近くにいた僚船に連絡し、その僚船により怪我した釣り客Ｂ１及

び釣り客Ｂ２を富戸漁港へ搬送させ、所属する漁業協同組合に救助船を依頼し、

釣り客Ｂ３を帰航中の僚船で搬送させた。 

Ｂ船は、救助船によるえい
．．

航が開始されると大きく右舷に傾斜して甲板に浸

水し、えい
．．

索が破断したので、船首部を鉢巻き状に大回し索をとったのちに伊

東市伊東港へ向かった。 

 

本事故の発生日時は、平成２３年６月１２日１１時００分ごろで、発生場所は、伊

豆大島灯台から３０５°４.５Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船のＧＰＳプロッター画面、写真２ Ａ船、

写真３ Ｂ船 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

釣り客Ｂ１は、骨盤骨折等を負った。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船首材の左舷側に擦過傷が生じた。 

（写真４ Ａ船の損傷の状況 参照） 

(2) Ｂ船 

右舷側に亀裂が生じて機関室が浸水した。救助船により港にえい
・ ・

航されたが

廃船処分された。 

（写真３ Ｂ船、写真５ Ｂ船の損傷の状況（船体中央右舷側） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 
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船長Ａ 男性 ６１歳 

四級海技士（航海）免状 

免 許 年 月 日 昭和５７年３月３１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年５月１０日 

免状有効期間満了日 平成２７年５月１７日 

船長Ｂ 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１７年２月２５日 

免許証交付日 平成２１年１１月２７日 

（平成２７年２月２４日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、漁船に甲板員及び船長で乗船したのち、内航貨物

船に航海士及び船長で乗船し、平成２０年１０月に船舶管理会社の株式会社

広島シッピング（以下「Ａ社」という。）へ入社した。健康状態は良好で 

あった。 

② 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、会社を退職後、約２４年間、小型兼用船で遊漁船

業と漁業を兼業していた。平成１７年２月２５日に一級小型船舶操縦士の海

技免状を取得したが、それ以前は四級小型船舶操縦士の海技免状を持ってい

た。健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

船 舶 番 号  １４０４１２ 

船 籍 港  広島市 

船舶所有者  株式会社双葉商会 

船舶管理会社  Ａ社 

総 ト ン 数  ４９８トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７４.９２ｍ×１２.５０ｍ×６.８６ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  １,４７１kＷ（連続最大） 

推 進 器  ４翼固定プロペラ１個 
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進水年月日  平成１８年１０月２７日 

(2) Ｂ船 

漁船登録番号  ＳＯ３－１７７１５ 

主たる根拠地  伊東市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ３.８４トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ９.２０ｍ×２.４５ｍ×０.７１ｍ 

船 質  ＦＲＰ 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ６５（漁船法馬力数） 

推 進 器  ３翼固定プロペラ１個 

進水年月日  昭和５７年６月５日 

 

2.5.2 船体の状況 

(1) Ａ船 

貨物倉１個を持ち、揚貨装置のない船尾船橋型の船舶であった。 

船橋内は、前面窓に沿って横一線状に左から右に向け、レーダー２台、 

ＶＨＦ電話、ＧＰＳプロッター、テレグラフ、操舵装置、主機遠隔操縦ハン

ドル、バウスラスター遠隔操縦装置などの機器が配置されていた。 

船橋からは、前方の死角はなかった。 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は

故障はなかった。 

(2) Ｂ船 

甲板上には、やり出し甲板を設け、機関囲壁の後部を操縦区画とし、操縦

区画前面と船尾端にマストを立てており、甲板下は、船体中央部が機関区画

に、その前後が物入れなどに細分されていた。 

操縦区画の中央には操舵装置が、その右側には機関遠隔操縦装置があり、

また、前面には左からＧＰＳプロッター、魚探及びレーダーが設置されてい

た。 

操縦区画で立って操船すれば、前方に死角はなかった。 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は

故障はなかった。 

 

2.5.3 積荷の状況 

(1) Ａ船 
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Ａ船は、廃木材チップ約６４６ｔ（容積満船）及びバラスト約７００ｔを

積載し、喫水が、満載喫水線に近く、船首約３.１３ｍ、船尾約４.４９ｍで

あった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船首約０.５ｍ、船尾約１.２ｍの喫水であった。 

 

2.5.4 運動性能 

(1) Ａ船 

海上試運転成績書によれば、定格出力４／４（回転数毎分（rpm）３８０）

の１３.６１kn で前進中に定格出力３／４（３４５rpm）の後進を発令した

場合、後進始動までが１２～２２秒、船体停止までが１分５５秒～２分０５

秒であった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、後進中に発生する顕著な運動特性はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

本事故現場の南東約６Ｍに位置する大島気象測候所における本事故当時の気象観

測結果によれば、天気が曇り、風向が南西、風速が１.９m/s、気温が２２.３℃、

視程が７.２２km であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

船長Ａの口述によれば、風及び波はほとんどなく、視程は約２Ｍであった。 

船長Ｂの口述によれば、風及び波はほとんどなく、もやがかかり、視程は約１０

km であった。 

 

2.6.3 潮汐及び潮流 

船長Ｂの口述によれば、北東へ約１.２kn の海潮流があった。 

海上保安庁発行の潮汐表によれば、本事故当時、大島の岡田港では、上げ潮の中

央期であり、潮高約０.７ｍだった。 

海上保安庁ホームページの沿岸域流況図（観測期間平成２３年６月９日～１６

日）によれば、本事故発生場所には北東～東に向かう約０.５kn の海流があった。 

 

２.７ 周囲の船舶に関する情報 

船長Ａの口述によれば、海図の整理作業を始める前、目視では前方に船舶は見えな
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かった。 

船長Ｂの口述によれば、漂泊中に無線で連絡していた２隻の僚船が近くにいたが、

目視ではその他の船舶は見えなかった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１、２.３及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、伊豆大島灯台から約３４５°約５.５Ｍにおいて、神子元島付

近に向ける針路約２２０°とし、自動操舵により約１１.５kn の速力で航

行した。 

② 船長Ａは、航行中に海図の整理作業を行った後、前方を見たところ、船

首方にＢ船のマストを視認し、クラッチを後進としたが、１１時００分ご

ろ伊豆大島灯台から３０５°４.５Ｍ付近でＡ船の船首部とＢ船が衝突し

た。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、大島北西沖付近で潮上りを繰り返し、漂泊して遊漁をしており、

レーダーを作動させていなかった。 

② 船長Ｂは、釣り客の依頼により、右舷側通路で電源の接続コードなどの

調整作業を行っていたところ、釣り客Ｂ２の声を聞き、船首方を見ると左

舷約４５°前方から接近するＡ船の船首が見え、機関を全速力後進にかけ

て後進中、１１時００分ごろＢ船の右舷中央部とＡ船が衝突した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、次のとおりであった。 

本事故の発生日時は、平成２３年６月１２日１１時００分ごろで、発生場所は、

伊豆大島灯台から３０５°４.５Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

２.１から、Ａ船の船首とＢ船の右舷中央部が約７０°の角度をもって衝突した

ものと考えられる。 
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３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等の状況 

(1) 船長Ａ 

２.４から、船長Ａは、適法で有効な海技免状を有し、健康状態は良好で

あったものと考えられる。 

(2) 船長Ｂ 

２.４から、船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有し、健康状態は良好

であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

(1) Ａ船 

2.5.2(1)から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

2.5.2(2)から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かったものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故発生場所付近では、天気は曇り、もやがかかった状態で濃淡

があり、視程は約２～５Ｍであった可能性があると考えられる。 

海流及び潮流は、約０.５～１.２kn で北東～東に向かって流れていたものと考

えられる。 

 

3.2.4 見張り及び操船の状況 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａは、１人で航海当直に就き、レーダー２台を作動させていたが、

レーダーを使用せずに目視だけで見張りを行い、前方を見て他船を認めな

かったので、他船がいないものと思い込み、左舷後方の海図台で海図の整

理作業を始め、見張りを行っていなかった。 

② 船長Ａは、約５～６分間の海図の整理作業を終えて前方を見たところ、

ハッチ上で機関長が手を振るのと船首方にＢ船のマストが見え、直ちにク

ラッチを後進にした。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、潮上りをしようと考えていたとき、釣り客Ｂ１から電動リー
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ルの調整を依頼され、レーダーを使用せず、目視により僚船以外の他船を

認めていなかったので、他船がいないものと思い込んでおり、右舷側通路

で接続コードなどの調整作業をしゃがんで始め、見張りを行っていなかっ

た。 

② 船長Ｂは、調整作業を始めた約３～４分後、釣り客Ｂ２の声を聞き、船

首方を見たところ、左舷約４５°前方から接近するＡ船の船首が見え、直

ちに機関を全速力後進にかけた。 

③ Ｂ船は、船尾を右舷側に振ってＣ字の航跡を描いて後進した。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

２.１及び３.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、伊豆大島灯台から約３４５°約５.５Ｍにおいて、神子元島付近

に向ける針路約２２０°とし、自動操舵により約１１.５kn の速力で航行し

た。 

(2) 船長Ａは、１人で航海当直に就き、レーダー２台を作動させていたが、 

レーダーを使用せず、目視だけで前方を見て他船を認めなかったので、他船

がいないものと思い込み、左舷後方の海図台で海図の整理作業を始め、見張

りを行っていなかった。 

(3) 船長Ａは、約５～６分間の海図の整理作業を終えて前方を見たところ、 

ハッチ上で機関長が手を振るのと船首方にＢ船のマストが見え、直ちにク 

ラッチを後進にしたが、Ａ船の船首部とＢ船が衝突した。 

(4) Ｂ船は、大島北西沖付近で潮上りを繰り返し、漂泊して遊漁をしており、

レーダーを作動させていなかった。 

(5) 船長Ｂは、潮上りをしようと考えていたとき、釣り客Ｂ１から電動リール

の調整を依頼され、レーダーを使用せず、目視により僚船以外の他船を認め

ていなかったので、他船がいないものと思い込んでおり、右舷側通路で接続

コードなどの調整作業をしゃがんで始め、見張りを行っていなかった。 

(6) 船長Ｂは、調整作業を始めた約３～４分後、釣り客Ｂ２の声を聞き、船首

方を見たところ、左舷約４５°前方から接近するＡ船の船首が見え、直ちに

機関を全速力後進にかけた。 

(7) Ｂ船は、船尾を右舷側に振ってＣ字の航跡を描いて後進中、Ｂ船の右舷中

央部とＡ船が衝突した。 
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４ 原 因 
 

本事故は、もやがかかった状況の大島北西沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂

泊中、船長Ａ及び船長Ｂが、共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

船長Ａ及び船長Ｂが、共に見張りを行っていなかったのは、もやがかかった状況下、

レーダーを使用せずに目視だけで見張りを行い、他船を認めなかったので、他船がい

ないものと思い込んだことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

本事故は、もやがかかった状況の大島北西沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂

泊中、船長Ａ及び船長Ｂが、レーダーを使用せずに目視だけで見張りを行い、他船が

いないものと思い込み、共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

操船者は、他船との衝突のおそれなどについて判断することが求められることから、

目視だけでなく、レーダー等の備えられている機器を有効に活用して適切な見張りを

行うことが必要なものと考えられる。 

特に、遊漁船の船長は、釣り客の要求に応じて操船以外の作業を行う場合があるも

のと考えられるが、このような場合には、周囲の船舶の状況を適確に把握して安全で

あることを確認したのち、速やかに作業を終了するように努め、釣り客の安全確保を

図ることが必要なものと考えられる。 
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写真１ Ａ船のＧＰＳプロッター画面 
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写真２ Ａ船 
 

 

 

写真３ Ｂ船 
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写真４ Ａ船の損傷の状況 
 

 

 

写真５ Ｂ船の損傷の状況（船体中央右舷側） 

 




